
東日本大震災により被災した第１号被保険者の介護保険料の減免に関する取

扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東日本大震災（以下「大震災」という。）で被災した第１号被

保険者に係る介護保険料の減免（以下「減免」という。）の取り扱いに関し、千葉

市介護保険条例（平成１２年千葉市条例第１２号。以下「条例」という。）、千葉市

介護保険規則（平成１２年千葉市規則第７４号。以下「規則」という。）に定める

もののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（減免を受けることができる者） 

第２条 減免の対象となる者（以下「減免対象者」という。）は、平成２３年３月１

１日に特定被災区域（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関

する法律（平成２３年法律第４０号）第２条第３項に規定する特定被災区域をいう。

以下同じ。）に住所を有していた第１号被保険者とする。被災後、特定被災区域か

ら本市に転入した第１号被保険者も同様とする。 

  

（減免基準） 

第３条 減免の基準は、次の各号に該当する第１号被保険者について、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

（１）大震災による被害を受けたことにより、第１号被保険者の居住する住宅に著し

い損害を受けた場合 次の区分による 

損害程度 軽減又は免除の割合 

全壊 全部 

半壊・大規模半壊 ２分の１ 

上記の表を適用するに当たり、被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６

号）第２条第２号ハに規定する長期避難世帯に属する第１号被保険者については、

その損害程度を全壊とみなす。 

（２）大震災による被害を受けたことにより、第１号被保険者の属する世帯の生計を

主として維持する者（以下「主たる生計維持者」という。）が死亡し、障害者（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第９号に規定する障害者

をいう。）となり、又は重篤な傷病を負った場合 全部 

（３）大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明である

場合 全部 

（４）大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入及び給与収入（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、

次のア及びイの全てに該当する場合 次の区分による 

 

 



  ア 事業収入等の減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除

した額）が、平成２２年中における当該事業収入等の額の１０分の３以上であ

ること。 

  イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、平成２２年中の所

得の合計額が４００万円以下であること。 

合計所得金額 対象保険料額 軽減又は免除の割合 

２００万円以

下であるとき 

本来の保険料額×減少割合

（主たる生計維持者の、平成

２２年中における合計所得

金額に占める「減少すること

が見込まれる事業収入等に

係る平成２２年中の所得金

額」の割合） 

全部 

２００万円を

超えるとき 

１０分の８ 

※ただし、主たる生計維持者の

失業又は事業を廃止したこ

と等により、当面の間、収入

が見込めない場合は、全部 

（６）原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１５条第３項の規

定による、避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示

の対象となっている場合 全部 

（７）原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定による区域に係る原子力災害

対策本部長の指示の対象となっている場合 全部 

（８）特定避難勧奨地点（原子力災害特別措置法第１７条第８項の規定により設置さ

れた原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後１年間の積算線量が２０ｍＳｖ

を超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。）に居住している

ため、避難を行っている場合 全部 

（９）第１号から第８号までの規定に準ずるものとして区長が認める場合 区長が認

める額 

 

２ 前項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、規則別表第２に規定する

介護保険料（徴収猶予・減免）申請書を区長（千葉市区長事務委任規則（平成４年

千葉市規則第４号）第２条第３項の規定により、市長が特に必要と認めた者に係る

減免については、市長）に提出しなければならない。この場合において、前項第４

号に規定する減免事由に該当するときには、東日本大震災による収入減少額計算書

（別記様式）を添えなければならない。 

 

（減免適用期間） 

第４条 前条に規定する減免の適用期間は、平成２３年３月１１日（以下「適用日」

という。）から平成２４年９月３０日までとする。ただし、次の各号に該当する場

合は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

（１）前条第１項第３号に該当する場合 適用日から平成２４年９月３０日までの間

において、その行方が明らかとなった日の属する月の前月を終期とする。 

 



（２）前条第１条第６号のうち、平成２３年４月２２日に屋内退避指示が解除となっ

た福島県いわき市及び田村市の一部からの転入者については、指示があった日の

属する月を始期とし、平成２３年６月末日を終期とする。 

 

 

（平成２５年度における適用期間の延長） 

第４条の２ 第４条の規定にかかわらず、平成２５年度については、第３条に規定す

る保険料の免除の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域並びに特定避難勧奨地点か

らの転入者 平成２６年３月３１日 

 

（平成２６年度における適用期間の延長） 

第４条の３ 第４条の規定にかかわらず、平成２６年度については、第３条に規定す

る保険料の免除の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点か

らの転入者 平成２７年３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域及び平成２５年度以前に指定が解除された旧特定避難勧

奨地点からの転入者 

ア 被保険者の合計所得金額が６３３万円以上の者（「上位所得者」という。第

４条の４において同じ。） 平成２６年９月３０日 

イ アに該当しない者 平成２７年３月３１日 

 

（平成２７年度における適用期間の延長） 

第４条の４ 第４条の規定にかかわらず、平成２７年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域からの転入者 平成２

８年３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域及び平成２６年度以前に指定が解除された避難指示解除

準備区域及び旧特定避難勧奨地点からの転入者 

ア 上位所得者 平成２７年９月３０日 

イ アに該当しない者 平成２８年３月３１日 

 

 

（平成２８年度における適用期間の延長） 

第４条の５ 第４条の規定にかかわらず、平成２８年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域からの転入者 平成２９

年３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域、平成２７年度以前に指定が解除された避難指示解除準



備区域及び旧特定避難勧奨地点からの転入者 

ア 被保険者の合計所得金額が６３３万円以上（ただし、租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控

除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額）

である者（「上位所得者」という。第４条の６～第４条の９において同じ。） 平

成２８年９月３０日 

イ アに該当しない者 成２９年３月３１日 

 

（平成２９年度における適用期間の延長） 

第４条の６ 第４条の規定にかかわらず、平成２９年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次の各号のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域からの転入者 平成３０

年３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点並びに平成２８年度以前に指定

が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域からの転入者 

ア 上位所得者 平成２９年９月３０日 

イ アに該当しない者 平成３０年３月３１日 

 

（平成３０年度における適用期間の延長） 

第４条の７ 第４条の規定にかかわらず、平成３０年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域からの転入者 平成３１

年３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点並びに平成２９年度以前に指定

が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域からの転入者 

ア 上位所得者 平成３０年９月３０日 

イ アに該当しない者 平成３０年３月３１日 

 

（平成３１年度における適用期間の延長） 

第４条の８ 第４条の規定にかかわらず、平成３１年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域からの転入者 平成３２

年３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点並びに平成２９年度以前に指定

が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域からの転入者 

ア 上位所得者 平成３１年９月３０日 

イ アに該当しない者 平成３２年３月３１日 

 

（令和２年度における適用期間の延長） 



第４条の９ 第４条の規定にかかわらず、令和２年度については、第３条に規定する

保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域からの転入者 令和３年

３月３１日 

（２）旧緊急時避難準備区域及び旧特定避難勧奨地点並びに平成２９年度以前に指定

が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域からの転入者 

ア 上位所得者 令和２年９月３０日 

イ アに該当しない者 令和３年３月３１日 

 

（令和３年度における適用期間の延長） 

第４条の１０ 第４条の規定にかかわらず、令和３年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域からの転入者 令和４年３月３１日 

（２）被保険者の合計所得金額（平成３０年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反

映させた後の合計所得金額とする。）が６３３万円以上（ただし、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特

別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た

額）である者（以下「上位所得者」という。）を除く旧緊急時避難準備区域及び旧

特定避難勧奨地点並びに令和元年度以前に指定が解除された旧居住制限区域、旧避

難指示解除準備区域、旧帰還困難区域からの転入者 令和４年３月３１日 

 

（令和４年度における適用期間の延長） 

第４条の１１ 第４条の規定にかかわらず、令和４年度については、第３条に規定す

る保険料の減免の適用期間の終期は次のとおりとする。 

（１）帰還困難区域からの転入者 令和５年３月３１日 

（２）被保険者の合計所得金額（平成３０年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反

映させた後の合計所得金額とする。）が６３３万円以上（ただし、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特

別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た

額）である者（以下「上位所得者」という。）を除く旧緊急時避難準備区域及び旧

特定避難勧奨地点並びに令和元年度以前に指定が解除された旧居住制限区域、旧避

難指示解除準備区域、旧帰還困難区域からの転入者 令和５年３月３１日 

 

（適用期間の始期の例外） 

第４条の１２ 上位所得者となったことにより当該減免の適用期間が終了した者が、

その後上位所得者に該当しなくなったことにより再度第４条の２から前条までの

各条に該当する場合、その減免の始期は再度適用となる年度の８月１日とする。 

 

 （他の要綱との調整） 



第５条 大震災で被災した第１号被保険者に係る介護保険料の減免については、千葉

市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する取扱要綱（平成１２年９月１日施行）が

適用される場合においても、本要綱を優先して適用する。 

 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉局長が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２３年７月２２日から施行し、同年３月１１日以降の保険料につ

いて適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２４年３月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年２月１日から施行し、平成２３年３月１１日以降の保険料

について適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２６年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２７年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２８年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 



 

  附 則 

 この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 



（様式第１号） 

平成  年  月  日 

 

東日本大震災による収入減少額計算書 

 

被保険者 住所 

 

氏名 

 

 平成２２年中

の収入金額

(A) 

平成２２年中

の所得額(B) 

平成２３年の

収入見込額(C) 

減少額 

(D)＝(A)－(C) 

減少率 

(E)＝(D)／(A) 

事業収入      

不動産収入 
     

山林収入      

給与収入      

年金収入      

その他      

計      

※(C)は、保険金、損害賠償等により補填される金額を含む。 

 

減少することが見込まれる事業収入等に係る平成２２年中の所得金

額の合計  (F) ※(B)のうち減少が見込まれるものの合計 

 

平成２２年中の合計所得金額 (G) 
 

減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の、平成２２

年中の所得の合計額  (H)＝(G)－(F) 

 

減少することが見込まれる事業収入等に係る平成２２年中の所得金

額の合計の、合計所得金額に対する割合  (I)＝(F)／(G) 

 

 

 

注意事項 

１．この計算書は、東日本大震災により被災した第１号被保険者の介護保険料減免に関する取扱要綱
第３条第１項第４号の規定による、保険料の減免申請に使用します。 

２．第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方（主たる生計維持者）について提出し
てください。 


